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令和元年度第１１回庁議 会議録 

 

［日 時］令和２年２月１７日（月）９時～１０時３５分 

 

［場 所］庁舎応接会議室 

 

［出席者］市長、副市長、参与及び各部局長 

 

［会次第］ 

 １ 市長あいさつ 

 ２ 議題 

（１）市議会定例会提出議案について         （関係部局） 

会派説明報告について （企画部、総務部、経済部、建設部） 

（２）第２期総合戦略（案）について          （企画部） 

（３）市税の歳入見込みについて            （総務部） 

 ３ 協議事項 

 

４ 連絡事項 

（１）令和２年度施政方針（案）について            （企画部） 

（２）令和２年度の組織機構について          （総務部） 

 

 

１ 市長あいさつ 

おはようございます。 

本日の庁議の議題にもあるように、市議会定例会は２月２５日開会予定である。 

会派説明については、１２日・１３日の２日間開催され、そこでも質疑応答があっ

たと思うが、市議会に向けて、各部局、質問が予想される項目については事前に準備

するなど、遺漏のない対応をお願いする。 

 本日の庁議は、１０時３０分に終了することを目標とする。 

 

 

２ 議題 

（１）市議会定例会提出議案について         （関係部局） 
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会派説明報告について （企画部、総務部、経済部、建設部） 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議事に入る。 

「市議会定例会提出議案について」、議案に沿って、消防本部、

建設部、総務部、上下水道局、市民部、教育委員会事務局、福祉

部、経済部、企画部、の順で、説明をお願いする。 

なお、明日の「部課長会」での説明と重複するので、簡潔に、

要点のみを説明するようお願いしたい。 

また、会派説明を行った部局については、議案の説明後、会派

説明報告もお願いする。 

 

消防本部から、報告１件、条例議案３件について説明する。 

まず、議案書の１ページから３ページ、報告第１号「専決処分

の報告」は、「和解及び損害賠償の額の決定」についてである。 

本件は、令和元年１０月１４日、午後５時５分頃、主要地方道

壬生川新居浜野田線、多喜浜二丁目１番７３号地先路上におい

て、東進中の垣生分団消防ポンプ自動車が、走行車線から追越し

車線に進路を変更している際、後方から追越し車線を直進してき

た相手方の軽自動車の走行を妨げ、当該消防ポンプ自動車との接

触を回避しようとした相手方の車両が中央帯に衝突し、損傷した

交通事故について、相手方と和解し、損害賠償の額を「１０万７，

６００円」と決定し、令和元年１２月２６日、専決処分をしたの

で、報告するものである。 

次に、議案書の１４ページから１６ページ、議案第４号「新居

浜市水防協議会条例の制定」について、本議案は、水防法の規定

に基づき制定している「新居浜市水防条例」の全部を改正し、新

居浜市水防計画の作成、実施を図るため「新居浜市水防協議会条

例」を新規制定しようとするものである。制定の内容としては、

第１条では水防協議会の設置、第２条では水防協議会の所掌事

務、第３条では水防協議会の組織、第４条では水防協議会の委員

の任期、第５条では会長及び職務代理者の責務、第６条では水防

協議会の招集及び議事、第７条では、危機管理体制の一元化を図

るため、水防協議会の庶務は危機管理担当課が行うこととし、第

８条ではこの条例に定めるもののほか、水防協議会の運営に関し

必要な事項は、協議会に諮って定めることとしている。附則、第

２項では今回の条例の制定により、水防協議会について必要な事

項が規定されることから、新居浜市水防条例を廃止している。な
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建設部長 

 

 

 

 

 

 

お、この条例は、令和２年４月１日から施行したいと考えている。 

次に、議案書の１８ページから１９ページ、議案第６号「新居

浜市手数料条例の一部を改正する条例」の制定については、地方

公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正されることに

伴い、同政令に合わせて高圧ガス規制事務のうちの、手数料を徴

収すべき事項及び金額を規定しております本条例別表第２第２

０項中の高圧ガス保安法に規定する容器検査及び容器再検査の

対象となる容器の種類について改定しようとするものである。改

正内容としては、同項第２号中に「圧縮水素自動車燃料装置用容

器」の用語を追加し、対象となる容器を「繊維強化プラスチック

複合容器」、「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」又は「圧縮水

素自動車燃料装置用容器」の３種類に改めようとするものであ

る。なお、この条例は、令和２年４月１日から施行し、改正後の

別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数

料について適用したいと考えている。 

次に、議案書の４９ページ、５０ページ、議案第１７号、「新

居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例」の制定については、全国的にも減少傾向にある

消防団員の確保と地域防災力の充実・強化を図ることを目的に、

多種多様化する消防団活動のうち、特定の役割及び活動に従事す

る消防団員として、新たに「機能別消防団員制度」を導入するこ

ととし、消防団員の種類及び機能別団員の報酬額等を定めようと

するものである。改正の主な内容としては、第２条の２を追加し、

消防団員の種類を基本団員と機能別団員とに区分するとともに、

第３条においては機能別団員の資格を、第１３条においては当該

団員の報酬額を年額９，１００円に定めるほか、これらの改正に

伴う所要の条文整備を行うものである。なお、この条例は、令和

２年４月１日から施行したいと考えている。 

 

建設部からは、一般議案１件、条例議案２件について説明する。 

まず、議案書の４ページから１１ページ、議案第１号「市道路

線の認定」について、今回、新たに市道に認定する路線は、路線

番号１１０８号から１１１３号の６路線で、開発道路で寄付を受

けたものであり、これにより、路線数は１，１１３路線、５２６

ｋｍとなる。 

次に、議案書の２２ページから２４ページ、議案第８号、「新
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総務部 

 

 

 

 

 

居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例」の制定については、

老朽化した岸の上（下）団地を廃止するため、及び市営住宅等の

入居に際して連帯保証人の確保を不要とする等のため、新居浜市

市営住宅条例の一部を改正しようとするものである。主な改正の

内容といたしましては、まず、第１５条について、入居手続にお

ける連帯保証人に関する規定を削除しようとするものである。次

に、別表について、岸の上（下）団地の廃止し、及び新須賀共同

団地の家賃の額を、これまで２５０円から４５０円の４段階あっ

たものを、３５０円と４００円に改めようとするものである。な

お、この条例は、令和２年４月１日から施行したいと考えている。 

次に、議案書の２５ページ、２６ページ、議案第９号、「新居

浜市市営活性化推進住宅条例の一部を改正する条例」の制定

については、市営活性化推進住宅の入居に際して連帯保証人を不

要とする等のため、新居浜市市営活性化推進住宅条例の一部を改

正しようとするものである。主な改正の内容としては、第１０条

について、入居手続における連帯保証人に関する規定を削除しよ

うとするものである。なお、この条例は、令和２年４月１日から

施行したいと考えている。 

次に、会派説明の結果について報告する。 

建設部からは、「新居浜市景観計画（案）の策定」について説

明を行った。主な質疑の項目は、計画の策定後は条例等の制定を

するのか。制定するとすればいつ頃なのか。なぜ、今のタイミン

グで計画を策定するのか。策定によりどのようなメリットがある

のか。今回は限定的なエリアであるが、今後、市街地中心部で考

えている箇所はあるのか。地元説明会は開催したのか。パプリッ

クコメントを行うとのことであるが、地元の意見を聴くことなど

考えているのか。などの質問があった。 

また、星越には日暮別邸記念館など立派な施設がある、この地

域も景観計画区域に含めてほしいとの要望もあった。 

 

総務部からは、条例議案３件及び追加提出予定の人事議案３件

について説明する。 

まず、議案書の１２ページ、議案第２号「新居浜市行政不服審

査条例の一部を改正する条例の制定」については、「行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する法律」の一部が改正さ

れ、同法の題名が「情報通信技術を活用した行政の通信等に関す
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る法律」に改められたことに伴い、条例中引用している法律名を

改めるとともに、引用条項のずれが生じたことによる所要の条文

整備を行うものである。なお、この条例は公布の日から施行した

いと考えている。 

次に、議案書の１７ページ、議案第５号「新居浜市職員の服務

の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定」については、

地方公務員法第３１条の規定による職員の服務の宣誓について、

本年４月から施行される同法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員は制度導入前の任用形態や任用手続きがさまざ

まであることからそれぞれの会計年度任用職員にふさわしい方

法で行うことが望ましいため、任命権者が別段の定めをすること

ができる旨を新たに第２条第２項として規定するものである。な

お、この条例は令和２年４月１日から施行したいと考えている。 

次に、議案書の２０ページ、２１ページ、議案第７号「新居浜

市債権管理条例の一部を改正する条例の制定」については、「民

法」の一部改正に伴い、私債権に係る損害賠償金その他の徴収金

の利率の規定の見直しを行うため、条例の一部を改正しようとす

るものである。主な改正の内容としては、第１０条において、私

債権の額にその履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、契約の定めのない場合にあっては、履行期限の翌日にお

ける民法の第４０４条に規定する法定期日を、その他の場合にあ

っては、当該債権の契約に定める割合をそれぞれ乗じて計算した

金額に相当する損害賠償金等を加算して徴収すること及び閏年

の日を含む期間の損害賠償金等の精算方法を定めようとするも

のである。なお、この条例は令和２年４月1日から施行したいと

考えている。 

次に追加提出予定の人事議案３件について、まず、「新居浜市

公平委員会の委員の選任」については、新居浜市公平委員会の委

員 神野勝太 氏の辞任に伴い、新たに委員の選任を必要とする

ため、議会の同意を求めるものである。 

 次に、「新居浜港務局の監事の任命」については、新居浜港務

局の監事 神野和彦 氏の任期満了に伴い、新たに監事の任命を

必要とするため、議会の同意を求めるものである。 

次に、「人権擁護委員の候補者の推薦」については、人権擁護

委員 高橋正明 氏、神野隆義 氏 及び 神野恵子 氏の任期

満了に伴い、新たに人権擁護委員の候補者の推薦を必要とするた
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上下水道局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め、議会の意見を求めるものである。 

次に、会派説明の結果について報告する。 

総務部からは、「新居浜市の未収債権の滞納整理について」説

明した。 

これに対して、未収額のどのグラフを見ても右肩下がりである

が、人件費等と比較しての費用対効果はどうなっているのか。土

地建物貸付料について、競売の結果、配当はあったのか。土地建

物貸付料の案件では保証人が一人であるが良いのか。などの質問

があった。 

 

上下水道局からは、条例議案１件と予算議案３件について説明

する。 

まず、議案書の１３ページ、議案第３号「新居浜市水道事業等

の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の制

定」については、「地方自治法の一部を改正する法律」の施行に

伴い、引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を

行おうとするものである。改正内容としては、「第２４３条の２

第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改めようとするもの

である。なお、この条例は、令和２年４月１日から施行したいと

考えている。 

次に、予算関係議案３件について説明する。 

まず、議案第２６号「令和２年度新居浜市水道事業会計予算」

についてである。概要としては、資料の「令和２年度企業会計予

算概要」にあるように、１の業務の予定量については、給水戸数

は前年度比３０戸増の５５，４１３戸、年間給水量は、３．９％

減の１，２６７万３，００２㎥、年間水道料金収入は、０．６％

減の１５億９，２４６万３千円となっている。建設改良費は、前

年度比２４．８％増の１４億６，２９３万８千円を予定している。

２の重点項目では、滝の宮送水場場内配水管整備工事１億２千万

円のほか、表に記載の送導配水管布設工事等を予定している。 

次に、「企業会計予算対比表」の左端、水道事業会計の「収益

的収入及び支出」は、事業収益１９億４，０１５万２千円に対し、

事業費用は１７億９，９７１万８千円で、収支差引は１億４，０

４３万４千円の利益を見込んでおり、消費税等を除外した予定損

益計算書による純利益は９，７８６万５千円を見込んでいる。 

「資本的収入および支出」は、９億８，６１０万７千円の収入
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に対し、支出は１８億４，１８２万１千円で、差引不足額８億５，

５７１万４千円を損益勘定留保資金等で補てんすることとして

いる。 

給水量の減少傾向により料金収入が減少しているが、県補助金

や防災拠点整備分の他会計負担金によって投資財源が確保でき

たことから、昨年度策定した経営戦略では先送りしていた事業を

見直したことなどにより、支出合計額は３６億４，１５３万９千

円と、前年度予算対比で３億５，９７１万７千円の増となってい

る。 

次に、議案第２７号「令和２年度新居浜市工業用水道事業会計

予算」については、「業務の予定量」については、給水事業所は

前年度までと変わらず住友企業３事業所だが、年間給水量は工事

断水に伴い、７．５％減の１，４９１万２千㎥で、建設改良費は、

４５．１％増の１億８，８１５万６千円を予定している。 

重点項目では、昨年度に引き続き管路耐震化対策を進める新田

町、北新町配水管布設工事５，１７０万円等を予定している。 

次に、「企業会計予算対比表」の、真ん中、工業用水道事業会

計の「収益的収入及び支出」であるが、事業収益２億４，１４０

万５千円に対し、事業費用２億３，４０３万8千円で、収支差引

は７３６万７千円となっており、予定損益計算書による純利益は

３３１万9千円を見込んでいる。 

「資本的収入及び支出」については、６，４４８万円の収入に

対し、支出は５億８，０３７万３千円で、差引不足額５億１，５

８９万３千円を、損益勘定留保資金等で補てんすることとしてい

る。なお、資本的支出が前年度と比べて大幅な増加となっている

のは、公共下水道事業会計への長期貸付金３億８，９８０万円を

計上したことによるものである。今後も現行の料金体制を維持し

ながら、国の補助金も活用して、引き続き施設の耐震化と安定し

た工業用水道の供給に努める。 

次に、議案第２８号「令和２年度新居浜市公共下水道事業会計

予算」について、業務の予定量については、下水処理戸数は前年

度比３６０戸増の３５，２００戸、年間総処理水量は、１．０％

減の８９３万㎥、年間下水道使用料収入は、１．２％減の１３億

８千万円となっている。建設改良費は、前年度比２２．０％増の

３２億７，１１２万円を予定している。２の重点項目では、汚水

処理施設共同整備事業８億円のほか、表に記載の下水処理場改築
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市民部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業等を予定している。 

次に、「企業会計予算対比表」の右端、公共下水道事業会計の

「収益的収入及び支出」は、事業収益４０億５，０８３万３千円

に対し、事業費用は３８億７，１３７万２千円で、収支差引は１

億７，９４６万１千円の利益を見込んでおり、予定損益計算書に

よる純利益は５９１万９千円となる見込みである。「資本的収入

および支出」は、４０億３，６０５万円の収入に対し、支出は５

４億６，９０４万２千円で、差引不足額１４億３，２９９万２千

円を損益勘定留保資金等で補てんすることとしている。使用料収

入が減少に転じる中で、施設の老朽化に対応しながら、拡大した

処理区域の事業実施を続けている非常に厳しい状況であり、令和

２年度に策定予定の経営戦略においては、新規設備投資から老朽

化施設の維持管理への経営のシフト変更及び適正な使用料につ

いての検討が必要と考えている。 

  

市民部からは、条例議案２件について説明する。 

 まず議案書１８ページ及び１９ページ、議案第６号「新居浜市

手数料条例の一部を改正する条例の制定」についてである。 

昨年５月に行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が一部改正さ

れ、マイナンバーカードへの移行促進を図るため、個人番号を通

知する通知カードが廃止されることから、本条例に定めている

「通知カードの再交付」手数料を廃止しようとするものである。

参考までに、法律の経過措置として、施行日時点で交付されてい

る通知カードは、その記載事項に変更がない、又は正しく手続き

が取られている限りは、マイナンバー証明書類として利用できる

こととされている。なお、法律の施行日は、法律附則において、

公布の日から１年を超えない政令で定める日とされており、本条

例の施行日についてもその内容に準じたものとしている。 

次に、議案書２９ページ及び３０ページ、議案第１１号「新居

浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の

制定」についてである。 

昨年１２月に、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、

これまで成年被後見人等を一律に排除する規定等を設けていた

各制度については、心身等の状況を個別に確認し、制度ごとに必
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教育委員会事務局

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部長 

 

 

 

 

要な能力を判断するよう適正化が図られたことに合わせて、本条

例第２条第２項に規定する印鑑の登録の欠格条項のうち、「成年

被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めようとするもので

ある。このことにより、成年被後見人についても、法定代理人が

同行しており、かつ成年被後見人本人による提出又は届出である

ときには申請を受け付けるなど、心身等の状況を個別に確認した

上で、印鑑の登録を受けることができることとなる。なお、第６

条及び第７条については、所要の条文整備である。本条例は公布

の日から施行することとしている。 

 

教育委員会事務局からは条例議案２件について説明する。 

まず、議案書の２７ページ、２８ページ、議案第１０号「新居

浜市入学準備金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定」につ

いては、市内の篤志家の方から、意欲や才能がある子どもたちが

経済的な理由によって進学を断念することがないよう、奨学資金

に役立ててほしいと５，０００万円の寄付の申し出をいただいた

ため、新居浜市入学準備金貸付基金の名称を改めるとともに、基

金の額及び貸付金額の増額並びに貸付対象の拡大を行うもので

ある。この条例は公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、

同日以後に貸し付ける入学準備金の貸付金に適用したいと考え

ている。 

次に、議案書４１ページから４２ページ、議案第１３号「新居

浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定」については、「放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴

い、放課後児童支援員の資格要件を緩和するため、及びみなし支

援員に係る経過措置期間を延長するために改正するものである。

なお、この条例中、基礎資格の追加に係る部分は公布の日から、

支援員の経過措置の延長に係る部分は、令和２年４月１日から施

行したいと考えている。 

 

福祉部からは、条例議案２件について説明する。 

議案書の３１ページから４０ページ、議案第１２号「新居浜市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定」については、幼児教

育・保育の無償化に伴う、特定教育・保育施設における３歳以上
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経済部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児の食事の提供に要する費用の取扱いの変更及び条例中、「支給

認定」の用語を「教育・保育給付認定」に改める等の所要の改正

を行うものである。なお、この条例は、公布の日から施行したい

と考えている。 

次に、議案書の４３ページ、議案第１４号「新居浜市医師確保

奨学金貸付条例の一部を改正する条例の制定」については、貸付

対象者の要件のうち、本人又は保護者等が本市の住民基本台帳に

登録されていることとする規定を削除することにより、貸付要件

の緩和を図るものである。なお、この条例は、令和２年４月１日

から施行したいと考えている。 

 

経済部からは、条例議案２件について説明する。 

議案書の４４ページから４８ページ、 議案第１５号「新居浜

市中小企業振興条例の一部を改正する条例」及び議案第１６号

「新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定」につ

いては、いずれも現行条例が本年３月３１日で失効することか

ら、令和４年度までの３年間、期間を延長するとともに、新居浜

市総合戦略や企業ニーズ等を踏まえ、補助制度、奨励措置の見直

し及び新設を行うものである。 

 まず、議案第１５号「新居浜市中小企業振興条例の一部を改正

する条例の制定」については、中小企業の生産性向上に対する支

援強化のため、「IT・IoT導入事業に対する補助」を新設するほか、

人材確保のための取組みに対する補助事業等の見直しを行うも

のである。 

 次に、議案第１６号「新居浜市企業立地促進条例の一部を改正

する条例の制定」については、情報サービス業等の指定要件を緩

和するほか、新たに「情報サービス業等奨励金」を新設し、事務

所賃借料、事務所開設費に対し、３,０００万円を限度に奨励金

を交付するものである。 

 次に、会派説明２件の結果を報告する。 

 まず、「中小企業の振興及び企業立地の促進について」のうち、 

「中小企業振興条例」に関しては、 

生産性向上機器導入事業に中古機器も含まれるのか。人材確保

事業のうち大手情報就職サイト利用時の補助限度額を増額した

理由は。IT・IoT 導入促進事業の対象機器は。といった質疑等が

あった。 
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「企業立地促進条例」に関しては、 

情報サービス業等の指定要件を緩和した理由は。といった質疑

等があった。 

次に、「新居浜市商業振興センターの利活用について」では、 

売り場面積はどれくらいか。駐車場は確保されているのか。土

地は無償貸与とあるがどのような条件で貸与するのか。今回の市

場の「売り」「ポイント」は何か。事業計画の検証はどのように

したのか。国の補助事業の採択の見込みは。といった質疑等があ

った。 

 

企画部からは、予算議案について説明する。 

まず、議案第１８号から議案第２５号までの８件については、

令和２年度当初予算である。 

令和２年度当初予算（案）の概要の１、２ページをご覧いただ

きたい。令和２年度当初予算のポイントとしては、１点目が「第

五次新居浜市長期総合計画の完遂」、２点目が「防災・減災対策

の充実・強化」、３点目が「ＩＣＴ化の推進」、４点目が「第２期

新居浜市総合戦略の推進」である。３ページ、令和２年度当初の

予算規模は、一般会計が、５０５億1,５１９万円で、対前年度比

は、１２億５,６０９万４千円、２.５％の増となっている。また、

特別会計は、２９０億２，７８４万９千円で、４億２，５２５万

６千円、１.５％の増となっている。 

引き続き、令和２年度当初予算（案）について、会派説明の結

果を報告する。 

まず、予算全体について、 

歳出が大幅に増加する一方で、歳入は地方交付税を除いて減少

する予算となっているが問題はないのか。財政調整基金の残高は

どの程度か。当初予算のうち教育費の割合はどれくらいか。 

次に、フィールド１、快適交流では、 

上部東西線改良事業について、住民説明会や用地買収等は計画

どおりに進んでいるのか。公営住宅建替推進事業について、駐車

場整備等も含めた建て替えか。入居者はすでに別の市営住宅等に

移っているのか。民間ブロック塀改修補助事業費について、これ

までの実績は？改修に補助するのは撤去にある程度目途がたっ

たからか。 

フィールド２、環境調和では、 
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斎場施設整備事業について、大型炉への入替えで受入数は増加

するのか。トイレやロータリーの改修はどのようなものになるの

か。 

環境基本計画推進費について、対象の市有施設とはどこか。耐

震性能の向上とは落下防止ということか。ＬＥＤ化によるコスト

ダウンはどの程度か。整備はリース契約になるのか。 

自転車のまちづくり推進事業費について、免許返納しなければ

ならない状況で電動自転車を使用することに問題はないのか。家

族が利用するのではないか。補助件数増加の場合は補正対応する

のか。電動アシスト付き公用自転車の購入は検討しないのか。 

フィールド３、経済活力では、 

雇用対策費について、女性向けの企業説明会やセミナーは毎年

開催しているのか。委託内容はどのようなものか。 

企業魅力発信事業費について、ＳＤＧｓ推進企業の登録要件や

基準はどのようになるのか。 

企業立地促進対策費について、誘致対象のＩＣＴ企業数はどの

程度か。 

オープンファクトリー開催事業費について、新規で取り組みた

い企業があれば、公募補助のような考え方になるのか。 

先進的技術実証支援事業費について、具体的な対象企業や事業

提案はあるのか。委託内容と費用内訳はどのようなものか。 

インバウンド観光推進費について、松山で外国人観光客の足が

止まっている中、どのようにＰＲするのか。Ｗｉ－Ｆｉ環境はな

くてもよいのか。多言語化はどの言語で展開するのか。市議会視

察団の派遣は検討しないのか。 

渡海船航路浚渫事業について、現状、危険ということなのか。

浚渫の頻度と浚渫土砂の処分はどうする予定なのか。 

フィールド４、健康福祉では、 

総合福祉センター整備事業について、本館の屋上防水改修も必

要ではないか。母子保健推進費について、助成額の上限額のみで

補助率の定めはないという認識でよいか。対象者となるのは新居

浜に居住している人か。 

フィールド５、教育文化では、 

スクール・サポート・スタッフ配置事業について、現場の評価

はどうか。どのような配置になるのか。配置者には資格等が求め

られるのか。 
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小中学校ＩＣＴ環境整備推進事業費について、将来的には１人

１台導入するのか。ＩＣＴ支援員はどのような配置になるのか。 

英語検定受験奨励事業費について、検定料と対象者数はどの程

度か。要望が多かったのか。行政として優先度の高い事業なのか。 

ＳＤＧｓ推進事業費について、啓発冊子はどのような使い方に

なるのか。石村嘉成氏の作品を多くのところで活用していただき

たい。 

総合文化施設開館５周年記念事業費について、直営事業で実施

するのか。３事業の経費内訳はどうなっているのか。 

産業遺産群ＰＲ冊子作成事業費について、部数はどの程度か。

ＳＮＳでの活用は検討しているのか。 

フィールド６、自立協働では、 

消防自動車整備事業について、移動式トイレ車両はどのような

もので、県内の導入事例はあるのか。 

自治会加入促進費について、冊子は先進地事例を取り入れたも

のなのか。窓口での配布を想定しているのか。過去に加入促進用

冊子はなかったのか。加入促進は若い世代だけの問題ではない。

冊子配布で加入率向上が実現するのか疑問。冊子配布以外にも加

入促進に取り組めることがないのか。 加入率向上の検証等も必

要である。 

自治会館耐震対策事業について、耐震改修の要望があがってい

るのか。自主的な避難場所として届出をしているところだけを対

象とするのか。  

計画の推進では、 

スマートシティ推進事業費について、マイナンバー認証運用事

業とはどのような内容なのか。バスロケーションシステムは４月

からすぐ開始されるのか。 

また、歳入について、個人市民税が人口減少にもかかわらず、

増加するのはなぜか。固定資産税のうち償却資産税が減少する理

由は何か。 

といった意見等が出された。 

次に、議案第２９号及び議案第３０号の２件については、令和

元年度補正予算である。 

令和元年度２月補正予算（案）の概要の１ページをご覧いただ

きたい。 

今回の補正予算は、消防水利整備事業の単独事業、中小企業振
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市長 

 

参与 

 

 

上下水道局長 

 

 

参与 

 

上下水道局長 

 

興対策費などの施策費及び経常経費の過不足について、予算措置

を行っている。 

この結果、一般会計では、２億３，７１１万８千円の追加、補

正後の予算総額は５１２億１，３３８万４千円となり、対前年度

同期比は、１１億６，０５８万２千円、２．２％の減となってい

る。 

また、特別会計では、後期高齢者医療事業特別会計の補正とな

っている。 

２月補正予算（案）について会派説明では、特に意見等はなか

った。 

次に、追加提出の議案として、国の補正予算に伴う事業費の追

加等について予算措置するため、令和元年度新居浜市一般会計補

正予算（第６号）を予定している。 

また、追加提出予定の補正予算（第６号）についても、会派説

明の中で概要説明を行い、 

小中学校ＩＣＴ環境整備について、タブレットはいつまでに用

意するのか。情報通信機器は更新速度が速いので４年後には別機

能を備えたタブレットになっているのではないか。 

木材加工施設整備事業について、対象企業の選定理由はどうい

ったものか。 

といった意見等が出されました。 

なお、第２期新居浜市総合戦略（案）についての会派説明結果

は、この後、議題（２）の中で報告する。 

 

先ほどの説明に対し、何か質問等はないか。 

 

下水道事業会計で年間下水道使用料が１．２％減の見込という

ことだが、これは給水の上の方が減るからということか。 

 

戸数は増えるが、使っている水の量自体が減っているので減少

傾向である。 

 

投資しても減っていくという事か。 

 

そういう傾向である。 
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市長 

 

企画部長 

 

市長 

 

企画部長 

 

 

 

市長 

 

企画部長 

若宮小学校跡地整備の内示は３月なのか。 

 

申請をしているが、早くて３月初旬の内示となる。 

 

額はこれくらいなのか。 

 

１／２が補助なので、計画が採択された場合はそうである。 

去年は補正予算額に対して実績がかなり少ない状況だった。今

年もほぼ同額くらい予算としてはついている。 

 

木材加工整備事業というものはすでにあったのか。 

 

これは追加内示があった。 

 

 

（２）第２期総合戦略（案）について（企画部） 

市長 

 

 

企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、「第２期総合戦略（案）について」、企画部から説明をお

願いする。 

 

「第２期総合戦略（案）」について説明する。 

前回１月２０日の庁議以降の各資料の変更点を中心に、説明を

する。 

まず、資料１「新居浜市総合戦略《令和２年度～６年度》の概

要（案）」について変更はない。４つの基本目標ごとに、７つの数

値目標、１６の施策項目、４４の主な取組項目と主な取組内容を

整理しているのでご参照いただきたい。なお、第１期からの変更

や新規事業については赤字で表示している。 

次に、資料２「第２期 新居浜市総合戦略（案）」についてであ

る。まず、５ページから６ページにかけて、第１期総合戦略の検

証に関する記述等を追加している。また、数値目標及びＫＰＩに

ついては、関係部局における更なる精査に加えて、地方創生有識

者会議や市議会地方創生特別委員会等の意見も踏まえて、指標項

目や数値等の修正を行っている。また、施策ごとの具体的な事業、

取組についても、令和２年度当初予算を踏まえて事業の整理を行

うとともに、新規事業への赤星印によるマーキングや「関係人口
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とは」「ＩｏＴとは」などの用語解説に加え、最終ページには転入

された市民の方にとって馴染みがないと指摘をいただいた「あか

がねのまち」に対する思いや解説を追加するなど、より分かりや

すい本編の作成に努めている。 

次に、第２期総合戦略に向けたＫＰＩ等の検証関連資料につい

てである。 

資料３「第１期総合戦略 数値目標・ＫＰＩ一覧」については、

特に変更はない。 

次に、資料４「第２期総合戦略 数値目標・ＫＰＩ一覧」につ

いては、ＫＰＩ番号について総合戦略（案）本編との整合性を図

るため、ＫＰＩの順番を入れ替えている。 

前回からの変更箇所は黄色の網掛けを施している。まず、３ペ

ージのＫＰＩ番号１３「企業版ふるさと納税企業数」については、

「関係人口の創出・拡大」の指標として新たに設定したもので、

令和６年度には２０企業からの寄附を目標としている。次に、４

ページのＫＰＩ番号１９は、名称の一部を「学習者用コンピュー

タ」から「学習者用端末」に変更している。同じくＫＰＩ番号２

０「学習用端末を使った授業がわかりやすいと回答した割合」に

ついては、「教育環境の整備」の効果を測る指標として新たに設定

したもので、１００％を目標としている。次に、５ページのＫＰ

Ｉ番号２７「市内の防災士の数」について、地域防災計画や避難

所運営には女性の視点も重要になることから、うち数として女性

の数を追加し、女性割合２５％、２６０人の目標を設定している。 

その他の参考資料として、先に開催した「地方創生特別委員会

からの提案・意見」及び「地方創生有識者会議における修正等の

意見」を添付している。それぞれ提案内容と担当課からの回答を

整理しているので、ご参照いただきたい。特に、地方創生特別委

員会からの提案を受けて、２番目の提案学習用端末のハード整備

以外の効果測定指標、３番目の女性防災士の指標、２ページ１番

目の企業版ふるさと納税に関する指標を新たに設定している。ま

た、ＫＰＩとして提案いただいた先進的技術の実証実験数やスマ

ートシティ関連の指標等については、従来の行政評価の指標とし

て検討することとしているので、担当課において今後、対応をお

願いする。 
最後に、今後の予定については、本日、第２期新居浜市総合戦

略（案）について、庁議決定をした後、明日、２月１８日から３
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月１０日まで「パブリックコメント」を実施する。なお、パブリ

ックコメントは、「地方創生特別委員会からの提案・意見」及び「地

方創生有識者会議における修正等の意見」も付して行う。ただし、

担当課からの回答は除くこととする。 

パブリックコメント終了後、皆様から寄せられた意見を受け、

必要に応じて計画の修正を行った後に、３月中旬に予定の地方創

生特別委員会、有識者会議を経たのちに、３月２５日に予定の庁

議において「第２期新居浜市総合戦略」を最終決定し、公表する

予定している。 

なお、各部局において追加修正する箇所がある場合は、パブリ

ックコメント期間中に地方創生推進課までご相談いただきたい。 

次に、第２期新居浜市総合戦略（案）について、会派説明の報

告をする。出された主な意見等は次のとおりである。 

戦略全般の意見として、 

これまでのＫＰＩや新たなＫＰＩについても、数値目標を達成

するための事業の設定を予定しているのか。ＫＰＩについては、

第１期から第２期にかけて、どのように数値が変化していくのか

比較できるようにできないか。ＫＰＩ等については第１期の目標

値に対する実績値を踏まえたうえで、達成した指標、達成できな

かった指標、それぞれを検証、分析したうえで、第２期の新たな

目標値を設定することが必要であるが、十分な検証がされていな

のではないか。第２期総合戦略の中間見直しはかけていく予定か。 

交流人口に関連して、観光面では新居浜市単体では勝負にならな

いので、県や他市との連携が必須であると考えるが、具体的な連

携案が示されていないのではないか。今回、４つの基本目標のつ

ながりシートを掲載し、市民みんなで取り組む趣旨の記載がある

が、この冊子はどのように配るのか。また、まちづくり校区懇談

会で配布するのか。 

個別の取組や個別の数値目標・ＫＰＩ関連の意見として、 

「リカレントプログラムの開発と運用」について、具体的にど

のようなイメージのものか。 

「市内事業所従業員数」について、３０年度実績値が２６年度

基準値から１０００人減少しているが原因は何が考えられるの

か。 

「企業立地促進条例による成長分野促進奨励金の交付件数」に

ついて、基準値が２件と少ないが、どのような状況なのか。 
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市長 

 

 

 

企画部長 

 

 

市長 

 

企画部長 

 

 

 

市長 

 

｛女性活躍等推進事業所認定数」について、どのような事業所

なのか。 

「企業版ふるさと納税事業数」について、相手先はどのような

企業をイメージしているのか。 

「健康寿命」は、測定方法が第１期と変わったことから、比較

できない数値が示されており市民には理解しづらいのではない

か。 

「「新居浜市の住みごこち」を満足、やや満足と回答した割合」

や「学習用端末を使った授業がわかりやすいと回答した割合」な

ど、アンケート結果による指標を設定しているが、アンケートは

主観的なものであるので、実際に学力がこれくらい上がったとい

った客観的な成果が見える指標が望ましいのではないか。 

などの、意見等が出された。 

 

先ほどの説明に対し、何か質問等はないか。 

 内容を十分見ていただき、何か訂正があればパブリックコメン

トの期間内に言っていただきたい。 

 

 担当部局とはすでに点検済であるので、修正は無いとは思うが

改めて見ていただきたい。 

 

 現在案ではあるが、冊子はこのまま印刷されるのか。 

 

 印刷は特に考えていない。第1期の中間見直しの際も、冊子とし

ては印刷せずに、ホームページ等で掲載したり、必要に応じて出

力してもらった。 

 

 それでは、この案でパブリックコメントを行うということでそ

の間に気づいたことがあれば担当課に連絡していただきたい。 

 

 

（３）市税の歳入見込みについて（総務部） 

市長 

 

 

次に、「市税の歳入見込みについて」、総務部から説明をお願い

する。 
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総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市税の歳入見込みについて」説明する。まず、平成３１年度

の決算見込み額についてであるが、収入額ベースで、約１９４億

４００万円。これは、平成３０年度決算額約１８７億４，２００

万円と比べて、約６億６，２００万円の増となっている。 

その内訳について、まず、「個人市民税」が、約５８億３，１０

０万円で、給与所得の増等により、前年度より約８，２００万円

の増。 

次に、「法人市民税」は、約１６億３，０００万円で、大手企業

の税割額の減少が大きく影響し、約１億８８００万円の減。   

次に、「固定資産税」は、償却資産の増加の影響により、全体と

しては約９４億５，０００万円で、約７億４，１００万円の増。 

次に、「都市計画税」については、公共下水道事業区域の変更に

より、約１２億１，０００万円で、約４，８００万円の増。 

次に、「軽自動車税」は、約３億８，２００万円で、約１，２

００万円の増。 

次に、「市たばこ税」は、約７億８，４００万円で、令和元年

１０月に旧３級品の税率が引き上げられたものの、喫煙者の減少

等により約１，６００万円の減。 

次に、「入湯税」は、例年どおりで約５０万円。 

次に、「滞納繰越分」は、約１億５００万円で約１，８００万

円の減。 

 なお、平成３１年度の当初財政計画額と比べて、合計で、約３

億７，０００万円の減となる見込みである。 

次に、令和２年度の歳入見込みについて説明する。 

内閣府による令和２年度の経済見通しでは、「総合経済対策を

円滑かつ着実に実施するなど、「令和２年度の経済財政運営の基

本的態度」の政策効果もあいまって、経済は雇用・所得環境の改

善が続き、経済の好循環が更に進展する中で、内需を中心とした

景気回復が見込まれる。」とされており、県内の経済見通しも、

一昨年来の災害復興が順調に進んでいることに加え、東予地域を

中心とした旺盛な設備投資により、概ね堅調な推移が見込まれる

が、米中貿易摩擦の動向や消費税率引き上げ後の消費動向などの

懸念材料も多く、回復は緩やかなものにとどまる、と予想されて

いる。 これらを考慮し、令和２年度財政計画額は、調定額ベース

で、約１９７億４，７００万円で、前年度計画より約４億８，２

００万円の減。収入額ベースでは、約１９３億２，７００万円で、
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約４億４，４００万円の減。なお、これは、平成３１年度決算見

込み額と比べ、収入額で、約７，７００万円の減となっている。 

次に、税目ごとに、令和２年度歳入見込みについて、平成３１

年度決算見込み額と比較しながら、説明する。 

まず、「個人市民税」は、税収に大きく影響するような税制改

正はなく、労働人口の減少等の影響により、令和２年度の調定額

は、約５８億２，５００万円で、前年度より約５，２００万円の

減。徴収率は、０．０２％アップの９９．２３％を見込み、収入

額は、約５７億８，０００万円で、約５，１００万円の減。 

次に、「法人市民税」は、経済見通し等を参考に、調定額は、

約１７億２，６００万円。申告課税のため、徴収率は９９．８５％

と高く、収入額は、約１７億２，３００万円で、約９，３００万

円の増。 

次に、「固定資産税」は、制度の大幅な見直しはなく、土地につ

いては、地価が継続して下落しており、平成３１年度の地価公示

では全用途の評価変動率がマイナス１．０％と下落したものの、

調定額は、約３０億２，５００万円。徴収率９９．１１％で、収

入額は、前年度とほぼ同額の約２９億９，８００万円。 

家屋については、新増築、滅失家屋の調査による結果、調定額

は、約３４億３，９００万円、収入額では、約３４億９００万円

で、約７，６００万円の増。 

償却資産については、住友関連企業等への調査の結果、大規模

な老朽化資産の除却による減額が見込まれるため、調定額は、約

２９億４，７００万円。収入額は、約２９億２，０００万円で、

約２億円の減。 

次に、「都市計画税」は、土地・家屋の固定資産税に伴い、調定

額は、約１２億３，４００万円。収入額は、約１２億２，３００

万円で、前年度より約１，３００万円の増。 

次に、「軽自動車税」については、令和元年１０月１日から、自

動車の燃費性能等に応じて自動車購入時に支払う環境性能割が創

設され、従来の軽自動車税は種別割と名称変更された。そのため、

軽自動車税は、環境性能割と種別割で構成されることになる。 

 まず、「軽自動車税環境性能割」は調定額・収入額ともに、    

９２０万円、従来の軽自動車税にあたる「軽自動車税種別割」は、

原付等の課税台数は減少傾向にあるものの、軽四自動車の台数の

増加等により、調定額は、約３億９，８００万円。徴収率は、９
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市長 

７．２５％で、収入額は、約３億８，７００万円で、約８００万

円の増。 

 次に、「市たばこ税」は、令和２年１０月に税率の引上げが予

定されているものの、喫煙者の減少から、売り上げ本数は今後も

減少が予想されるため、調定額・収入額ともに、約７億６，１０

０万円で、約２，３００万円の減。 

次に、「入湯税」は、変わらず５０万円程度。 

最後に、「滞納繰越分」については、調定額は、約３億７，２

００万円。徴収率２８．１９％で、収入額は、約１億５００万円

となる見込みである。 

なお、各税目における徴収率は、過去の推移や景気動向、税目

の特性等を総合的に勘案し、設定した。 

 

先ほどの説明に対し、何か質問等はないか。 

 

 

３ 協議事項 

  なし 

４ 連絡事項 

（１）令和２年度施政方針（案）について（企画部） 

市長 

 

 

 

企画部長 

 

 

 

 

 

市長 

 

建設部長 

 

 

続いて連絡事項に移る。 

次に、「令和２年度施政方針（案）」について、企画部から説明

をお願いする。 

 

「令和２年度施政方針（案）」については、各部局において既

に確認をいただいているが、議会日程の都合から本日中に総務課

へ提出する必要がある。今一度ご確認いただき、変更点があれば、

本日１３時までに紙ベースで修正し、総合政策課まで提出くださ

るようお願いする。 

 

先ほどの説明に対し、何か質問等はないか。 

 

快適交流の中で、駅周辺の整備事業の事が何も入っていない。

今年度末までに駅周辺、文セン、総合運動公園も含めて大型事業

をまとめて方針を出すということだが、教育委員会や建設部それ
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企画部長 

 

 

 

市長 

 

建設部長 

 

 

市長 

 

 

総合政策課長 

 

市長 

 

総合政策課長 

 

 

建設部長 

 

市長 

 

企画部長 

 

 

市長 

 

ぞれの案・希望は出している。今年度末に方針が決まるという事

で今回の市政方針には入っていないが、方向性が決まった時に、

施政方針の変更は難しいと思うが、その辺りをどのように考えて

いるのか。 

 

今出していただいた案を元に、一般財源がどうなのか、という

ことで調整をしている。近々に協議をしたいと考えているが、確

定をしていないので書いていない。 

 

いつ出るのか。今出ていないので反映できない。 

 

やる、やらない、いつまでに、ということもあるが、市民にと

っても夢、希望であり、大きな事業である。変更は難しいのか。 

 

ここに出ているのはあくまでも当初予算に出ていることにつ

いて書いているのか。 

 

基本的にはそうである。 

 

それ以外だと、「はじめに」のところに抽象的に書くしかない。 

 

出来ないことはないが、方向が決まっていないのであえて入れ

ていない。 

 

市民が一番知りたいところである。 

 

前段で何か言わないといけない。 

 

「はじめに」か「おわりに」のところで大型プロジェクトの方

向性を入れることにする。 

 

 「はじめに」か「おわりに」に方向性を入れることにしてい

ただきたい。 

 

（２）令和２年度の組織機構について（総務部） 
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市長 

 

 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、令和２年度の組織機構について、総務部から説明をお願

いする。 

 

令和２年度組織機構について説明する。説明の前に、資料の訂

正をお願いする。７ページ囲いの中のうち、変更後、１０部７７

課２班２２７係の説明箇所、部は１減、課は３課増（４課増、１

課減）、班の増減はなし、係は５係増（１３係増、８係減）に訂

正をお願いする。 

令和２年度組織機構については、昨年５月７日、９月２５日、

１０月２日開催の行政改革推進委員会において、見直しについて

協議いただき、決定しているが、最終決定事項の内容について改

めて説明する。 

新旧対照表の朱書き部分が見直し部分となる。まず、企画部に

ついては、「情報政策課」を「ICT 戦略課」と名称変更し、「ICT

戦略係」と「ICT 管理係」の２係に改編し、更なる ICT 化を推

進する。また、別子銅山文化遺産課の係を「保存整備係」と「活

用推進係」に変更する。地方創生推進課の係を「総合戦略推進係」、

「シティプロモーション係」、「移住定住推進係」の３係に改編し、

更なる総合戦略の推進と魅力発信に努める。これによる７課１８

係に変更はない。 

 総務部については変更ない。 

 福祉部について、子育て支援課を２課に分課し、「子育て支援

課」は「支援係」、「給付係」、「清光寮」と「こども保育課」は「給

付係」、「認定係」、「保育園」とし、子育て支援法の新制度に対応

する。これにより、８課３１係が９課３２係となる。 

 市民部と環境部については、「市民環境部」とし、「防災安全課」

を「危機管理課」に名称変更し、「危機管理係」、「企画情報係」、

安全対策係」、「防災センター管理係」の４係体制に改編し、危機

管理体制の強化を図る。なお、河川水路課については、建設部に

移管したうえで、上下水道局の下水道建設課の職員が併任する体

制となる。これにより、市民部と環境部合計１１課２９係が１０

課２８係となる。 

 経済部については変更がない。 

 建設部については、河川水路課を環境部から移管し、上下水道

局下水道建設課の職員が併任する体制とすることにより、雨水対

策を一元的に管理する。これにより、現在の６課１班２３係が７
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課１班２５係となる。 

 次に、教育委員会事務局については、市民部人権擁護課を教育

委員会人権教育課に改編し、人権・同和対策を教育の面から強化

する。なお、住宅新築資金貸付事業や瀬戸会館などの施設管理等

は市長部局で行う必要があることから、市民環境部人権擁護課の

職員については教育委員会人権教育課の職員が併任する。これに

より、現在の７課１７係が８課１９係となる。 

 次に、上下水道局については、下水道建設課の施設管理係を汚

水施設管理係と雨水施設管理係に分け、建設部河川水路課の職員

を併任することにより、雨水対策を一元的に管理する体制を強化

する。これにより、現在の５課１８係が５課１９係となる。 

 次に、消防本部については、総務警防課を消防総務課と警防課

に分課し、庶務部門と災害対策部門に特化して、災害現場での危

機管理体制の強化を図る。これにより、現在の６課３２係が７課

３２係となる。 

 出納室、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員

事務局、議会事務局、港務局事務局、土地開発公社は変更ない。 

 以上の組織機構の見直しにより、令和元年度の１１部７４課２

班２２２係が、１部減、３課増、５係増により、令和２年度は１

０部７７課２班２２７係となる。 

 ただし、３課増ということではありますが、市民環境部人権擁

護課については教育委員会人権教育課の職員が併任するので、実

質は、子育て支援課が２課に分課、それと総務警防課が２課に分

課する２課増ということになる。 

 

先ほどの説明に対し、何か質問等はないか。 

 

 市民環境部の「人権擁護課」と教育委員会事務局の「人権教育

課」であるが、係名がどちらも「人権擁護係」、「人権啓発係」と

なっている。１２月の条例改正で、市民環境部の所管の中に、「人

権擁護及び人権啓発に関する事項」と明記されているが、同じ係

名ということは、教育委員会の所管の中にも同様に明記されてい

るのか。現在、議会で委員会条例の改正を検討しており、各委員

会毎の所管事項を決めているが、人権擁護、啓発の事が出てきた

ら、両方の委員会で審議するということにはならないと思うが、

実質的な「人権擁護課」と「人権教育課」の業務の分担をはっき
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りしていただきたい。同じ係名は望ましいのかも再度検討いただ

きたい。 

 

 所管事務について詳細は現在調整している。常任委員会の所管

についても、議会事務局から話は聞いているので調整させてもら

いながら行う。基本的には常任委員会の所管に合わせて担当部局

が入ることになると思う。 

 

 市民環境部と教育委員会の所管事項として両方に入ってしま

うとどうなのか、ということである。 

 

 両方に入らないようにする。 

 

 人権教育課という新しい課ができるのか。 

 

 そうである。市民部から移管をする。教育的な配慮から、課名

に教育を入れた。 

 

 市民部にも人権の課・係があるが、教育委員会にも出来るとい

う事か。課長は２人ということか。 

 

 そうではない。職員については１００％人権教育課の職員が併

任する。ただ、所管事務として、住宅新築資金貸付事業や瀬戸会

館などの施設管理等は市長部局で行う必要があることから、そこ

を教育委員会に持っていくことができないため、形として人権擁

護課を残すことになるが、場所も机も職員も人権教育課に移ると

いう事になる。人権擁護課には人は配置されず併任することにな

る。 

 

 市民が理解できるようにしていただきたい。 

 

他に何か連絡事項等はないか。 

 

他になければ、以上で令和元年度第１１回庁議を終わる。 

 

 


